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１ 第３期矢板市地域福祉計画・地域福祉活動計画の施策と SDGｓ 

SDGｓとは「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の略称

で、2015 年９月に国連で採択された 2030 年までの国際開発目標です。17 の目標

と 169 のターゲット達成により、「誰一人取り残さない」社会の実現に向け、積極的

に取り組むものです。 

こうした動きを踏まえて、本計画では基本目標ごとに関連する SDGｓの目指すゴー

ルを示します。 
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 基本目標１ 地域福祉を担う人づくり            

 （１）気軽にあいさつや声かけをします 

 （２）ふれあいや助けあいの活動を促進します 

（３）気軽に交流できる居場所を地域につくります 

（４）健康でいきいき元気なまちをつくります 

 

【SDGｓ（該当する開発目標）】 

    

  
 

 基本目標２ みんなでつながる安全安心のまちづくり   

 （１）困っている人を見つけやすい体制をつくります 

（２）地域ぐるみで防犯活動を強化します 

（３）災害に対して安心できる体制をつくります 

 

【SDGｓ（該当する開発目標）】 
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 基本目標３ 安心して社会参加できる地域づくり     

（１）情報が得やすく、相談しやすい体制をつくります 

（２）適切な福祉サービスを提供します 

（３）社会参加しやすい環境づくりを支援します 

 

【SDGｓ（該当する開発目標）】 

    

  
 

 基本目標４ 地域共生社会推進の仕組みづくり         

（１）支えあう地域福祉を広めます 

（２）地域を支える人材を育てます 

（３）さまざまな団体の交流や連携を図る仕組みをつくります 

（４）社会福祉協議会の活性化を図る仕組みをつくります 

 

【SDGｓ（該当する開発目標）】 
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２ 第３期矢板市地域福祉計画策定委員会設置要綱 

（設置） 

第１条 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第１０７条に規定する地域福祉計画

（以下「計画」という。）を策定するため、第３期矢板市地域福祉計画策定委員会（以

下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を行う。 

 ⑴ 計画の案を策定すること。 

 ⑵ 計画を策定するために必要な調査及び研究をすること。 

 ⑶ 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

（組織） 

第３条 委員会は、別表第１の職にある者をもって構成し、市長が委嘱する。 

２ 委員会に委員長及び副委員長を各１名置き、委員の互選によってこれを定める。  

（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の翌年度の末日まで

とする。 

２ 前項の委員に欠員を生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長の職務） 

第５条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたとき

は、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、その議長となる。

ただし、最初の会議は、市長が招集する。 

２ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 

３ 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見若し

くは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

（検討委員会） 

第７条 委員会の所掌事項を補佐するため、委員会に検討委員会を置く。 

２ 検討委員会は、別表第２の職にある者をもって構成し、検討委員長に社会福祉課

長を、検討副委員長に矢板市社会福祉協議会事務局長を充てる。 

３ 検討委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。  

４ 検討副委員長は、検討委員長を補佐し、検討委員長に事故があるとき又は検討委

員長が欠けたときは、その職務を代理する。 

５ 検討委員会は、必要に応じて検討委員長が招集し、会議を主宰する。 

（報告） 

第８条 委員長は、第２条に規定する計画案の策定等が終了したときは、その結果を
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速やかに市長に報告しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により報告を受けた事項については、計画の策定において尊

重するものとする。 

（庶務） 

第９条 委員会及び検討委員会の庶務は、社会福祉課において処理する。 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長

が別に定める。 

附 則 

１ この要綱は、令和３年８月１日から施行する。 

２ 第２期矢板市地域福祉計画策定委員会設置要綱は、令和３年７月３１日をもって

廃止する。 
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３ 第３期矢板市地域福祉活動計画策定委員会設置要綱 

（設置） 

第１条 社会福祉法人矢板市社会福祉協議会（以下「本会」という。）は、矢板市が策

定する地域福祉計画と相互に補完し、協働しながら地域における新たな社会福祉の仕

組みを構築するための計画となる地域福祉活動計画（以下「計画」という。）を策定

するため、第３期矢板市地域福祉活動計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設

置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を行う。 

 ⑴ 計画の案を策定すること。 

 ⑵ 計画を策定するために必要な調査及び研究をすること。 

 ⑶ 前２号に掲げるもののほか、本会会長が必要と認める事項 

（組織） 

第３条 委員会は、１４名以内の委員をもって組織する。 

２ 委員は、矢板市の策定する地域福祉計画との整合性を図るため、矢板市地域福祉

計画策定委員を充て、本会会長が委嘱する。 

３ 委員会に委員長及び副委員長を各１名置き、委員の互選によってこれを定める。  

（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の翌年度の末日まで

とする。 

２ 前項の委員に欠員を生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長の職務） 

第５条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、その議長となる。

ただし、最初の会議は、本会会長が招集する。 

２ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 

３ 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見又は

説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

（検討委員会） 

第７条 委員会の所掌事項を補佐するため、委員会に検討委員会を置く。 

２ 検討委員は、矢板市の策定する地域福祉計画との整合性を図るため、矢板市地域

福祉計画策定検討委員会委員を充て、検討委員長に矢板市社会福祉課長を、検討副

委員長に本会事務局長を充てる。 

３ 検討委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。 
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４ 検討副委員長は、検討委員長を補佐し、検討委員長に事故あるとき又は検討委員

長が欠けたときは、その職務を代理する。 

５ 検討委員会は、必要に応じて検討委員長が招集し、会議を主宰する。 

（報告） 

第８条 委員長は、第２条に規定する計画案の策定等が終了したときは、その結果を

速やかに本会会長に報告しなければならない。 

２ 本会会長は、前項の規定により報告を受けた事項については、計画の策定におい

て尊重するものとする。 

（庶務） 

第９条 委員会及び検討委員会の庶務は、本会事務局において処理する。 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長

が別に定める。 

附 則 

１ この要綱は、令和３年８月１日から施行する。 

２ 第２期矢板市地域福祉活動計画策定委員会設置要綱は、令和３年７月３１日をも

って廃止する。 
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４ 第3期矢板市地域福祉計画及び矢板市地域福祉計画策定委員会委員名簿 

 

別表第 1 矢板市地域福祉計画及び地域福祉活動計画策定委員会委員 

番号 所  属 氏  名 備 考 

１ 
矢板市民生委員児童委員協議会

連合会 

山 口 政 雄 

池 田 文 枝 

令 和 3 年 ・ 4 年 度 

令 和 ４ 年 度 

２ 矢板市区長会 
松 岡 祥 峰 

関 塚 利 幸 

令 和 3 年 度 

令 和 ４ 年 度 

３ 矢板市シニアクラブ連合会 三 好 良 重  

４ 矢板市ボランティア連絡会 中 村 有 子 委 員 長 

５ 矢板市社会福祉協議会 齋 藤 幸 男 副 委 員 長 

６ 矢板市女性団体連絡協議会 中 嶋 加 代 子  

７ 矢板市地域自立支援協議会 瀬 端 道 男  

８ 矢板市地域包括支援センター 関 谷 光 裕  

９ 
矢板市保育所（園）保護者会 

連合会 

桧 山 佑 介 

井 上 悦 男 

令 和 3 年 度 

令 和 ４ 年 度 

10 県北健康福祉センター 池 田 美 智 雄  

11 住民代表 鈴 木 亜 矢 子 公 募 

 

別表第 2 矢板市地域福祉計画及び地域福祉活動計画検討委員会委員 

番号 所  属 職名等 氏  名 備 考 

１ 総合政策課 政策企画担当 GL 小 林 徹  

２ 高齢対策課 高齢福祉担当 GL 前 野 路 代  

３ 健康増進課 健康増進担当 GL 藤 田 仁 美  

４ 子ども課 子育て支援担当 GL 吉田佐江子  

５ 生活環境課 企画・危機対策担当 GL 星 宮 良 行  

６ 生涯学習課 まなび担当 GL 和 氣 千 晴  

７ 社会福祉協議会 事務局長 小 瀧 新 平 副委員長 

８ 社会福祉協議会 次長 阿 久 津 功  

９ 社会福祉課 生活福祉担当 GL 田 城 宣 宏  

10 社会福祉課 障がい福祉担当 GL 白 田 修 一  

11 社会福祉課 社会福祉担当 GL 橋 本 幸 江  

12 社会福祉課 課長 沼 野 晋 一 委 員 長 
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５ 計画策定の経過 

計画策定の経過 

年月日 会議名等 内容 

令和３年 

10 月 21 日 
第１回検討委員会 

・ 地域福祉計画、地域福祉活動計画について 

・ 地域福祉に関する市民アンケート調査

（案）について 

・ 今後のスケジュールについて 

11 月５日 第１回策定委員会 

・ 地域福祉計画、地域福祉活動計画について 

・ 地域福祉に関する市民アンケート調査

（案）について 

・ 今後のスケジュールについて 

令和３年 

12 月６日～ 

令和４年１月４日 

地域福祉に関する市民

アンケート調査 

・ 市内在住の 18 歳から 74 歳までの

2,000 人を対象にアンケート調査 

３月７日 第２回検討委員会 
・ 地域福祉に関する市民アンケート調査

結果報告 

３月 18 日 第２回策定委員会 
・ まん延防止等重点措置期間の延長に伴

い中止（書面報告） 

５月 26 日 第３回検討委員会 

・ 市民アンケート分析結果について 

・ 現行計画の進捗状況調査について 

・ 第３期計画の構成（案）及び 

骨子（案）について 

５月 31 日～ 

６月 17 日 
現行計画の進捗状況調査 ・ 庁内関係各課へ進捗状況調査を依頼 

６月 29 日 第３回策定委員会 

・ 市民アンケート分析結果について 

・ 第３期計画の構成（案）及び骨子（案）

について 

８月 18 日 第４回検討委員会 ・ 第３期計画素案について 

９月 21 日 第４回策定委員会 ・ 第３期計画素案について 

12 月 21 日 第５回検討委員会 
・パブリックコメントの結果について 

・第３期計画素案について 

令和５年 

１月６日 
第５回策定委員会 

・パブリックコメントの結果について 

・第３期計画素案について 

 

 

 

 

 

 


